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浜田市温泉審議会の開催実績について 

 

１ 開催実績 

⑴ 平成 22 年度 

⑵ 平成 24 年度 

 

２ 開催理由と答申 

⑴ 平成 22 年度 

開催 

理由 

平成 17 年 10 月 1 日の市町村合併協議で、旭町と金城町の料金差

が大きいことから、合併後の 5 年を目途に見直す旨の申し合わせが

なされ開催した。 

答申 

1  美又温泉及び旭温泉の営業供給に係る 1 か月当たりの基本料

金は、使用量 300 立方メートルまでにつき 12,600 円とすること。 

2  旭温泉の営業供給に係る超過料金は、美又温泉の営業供給に係

る超過料金に準じて、1 立方メートル当たり 31 円とすること。 

3  メーター使用料は、すべての温泉について、メーター口径にか

かわらず 1 か月当たり 315 円に統一すること。 

4  温泉維持費は、すべての温泉について、年額 52,500 円に統一

すること。 

5  負担金は、すべての温泉について、525,000 円に統一すること。 

6  温泉供給料金の改定及びメーター使用料等の統一は、できるだ

け速やかに実施すること。 

 

（答申における附帯意見） 

今後の温泉事業運営に当たっては、次の事項についてご留意され

ますよう要望します。 

 

1  温泉事業は、本市の観光振興施策の柱であり、圏域外から多数

の誘客をもたらす重要な観光資源であるとの認識の下、現存する

美又温泉、湯屋温泉、波佐小国温泉及び旭温泉が未来永劫にわた

って存続できるよう政策的対応を時機に応じて柔軟に執ること。 

2  将来、偶発的に温泉施設等の大規模改修が必要となった場合で

あっても、温泉事業に支障を来すことのないよう速やかに改修を

行うとともに、当該改修に要する資金を留保するよう検討するこ

と。 

  



資料 2 

 2 / 2 

⑵ 平成 24 年度 

開催 

理由 

湯屋温泉の飲料営業供給料金について値下げの要望があったた

め、その値下げをすることについて。 

美又温泉と旭温泉の営業供給料金以外の公益供給、浴場供給につ

いても美又温泉と旭温泉で料金の格差があるため。 

答申 

1  湯屋温泉の飲料営業供給に係る 1 か月当たりの基本料金は、使

用量 1 立方メートルあたり 1,260 円とすること。 

2  美又温泉及び旭温泉の公益供給及び浴場供給に係る 1 か月当

たりの基本料金は、使用量 300 立方メートルまでにつき 12,600

円とすること。 

3  旭温泉の公益供給及び浴場供給に係る超過料金は、1 立方メー

トル当たり 31 円とすること。 

 

３ 今回の浜田市温泉審議会の開催理由 

前回（平成 24 年度）の開催から 10 年が経過したこと、飲料営業供給先から

の値下げの要望を踏まえ、今後の温泉施設の維持のため、適正な料金を検討す

る必要があるために開催する。 
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